
平成２３年度事業計画 
 
 

Ⅰ 概要  
本年度は、財団の設立１６周年に当たる年であり、またＶＩＣＳによる道路交通情

報提供を開始して以来１５年を迎える。 
 これまでにＶＩＣＳは、「交通の安全と安心」を担う重要な社会インフラとなり、

ＶＩＣＳ対応車載機は累計３,０００万台を超えるまでに普及してきている。 
この間、道路交通は、年々進展し、これに従い道路管理者、交通管理者から送られて

くる情報量も漸次増加してきている。ＶＩＣＳは、これに対処すべく、現行の情報配

信方法の改善、システムの見直しなども迫られてきている。 
 一方、ＩＴＳ分野におけるＩＴ技術等の進展・変革はめざましく、本年の１月から

３月末にかけて「ＩＴＳスポットサービス」が全国の高速道路を中心に始まり、３月

からは「ＤＳＳＳ（安全運転支援システム）」のインフラ整備も進められるなど新し

い展開があった。 
当財団としても、これらの動きに合わせ、新しいサービスの普及に努めるとともに、

ユーザーがＶＩＣＳに求めるニーズの多様化に応えるため、次世代のＶＩＣＳについ

ても追求していく必要がある。 
ＶＩＣＳの中核となる機能を担う当財団は、ユーザー並びに関係者の期待と信頼に

応えるべく、これらの課題に的確に対応し、安定的かつ確実に情報提供サービスを継

続して実施することが、これまでに増して強く求められている。 
 今回新たに作成する事業計画は、これらの動向と認識を背景に、策定したものであ

る。 
 
（１） 本年度の事業の概要 

① 事業計画を立案するに当たり、年間のＶＩＣＳ対応車載機の出荷台数は、乗

用車の需要予測、ＰＮＤの出荷動向等を勘案し、平成２２年度実績を１割程度

下回る３００万台と想定した。 
② これを踏まえ、本年度は、次に掲げる事業を重要施策として推進することと

する。 
ⅰ）次世代ＶＩＣＳプロジェクトについて、継続して高度化研究委員会を開催

し、サービスの内容、具備すべき機能等の調査研究及び開発を推進する。 
ⅱ）現行の情報提供について、安定したサービスを維持し、提供情報の内容の

充実、精度の向上を図るため、前年度から取組みを進めてきた“情報提供改

善推進業務”を継続し、現在実施している業務の総点検と迅速な改善を行う。 
ⅲ）ＩＴＳスポット及びＤＳＳＳのインフラ展開及びサービス開始に併せて、

新しい対応車載機の普及促進を図る。 
ⅳ）新しい公益法人制度への対応については、新法人移行について具体的な詰

めの作業を行い準備を整える。 



なお、事業の実施に際しては、より一層の効率的な運営に留意し、至近の動向等を

確認しながら、所要の対応をとることとする。 
 
以下、各事業の詳細について記述する。 

 
 

Ⅱ 事業計画 

 

１ 道路交通情報の収集、編集及び提供事業 

 

（１） 安定かつ継続したＶＩＣＳ情報提供サービスの確保 

① 京橋センター設備更新を平成２５年度からの供用に向けて、システム設計

及びシステム構築の作業を開始し、併せて関連付帯設備の増強を図る。 

② 京橋センター罹災時を想定した総合運用基準及び手順に基づいて訓練を実

施し、全ＶＩＣＳセンターの継続的な安定運用に向けた体制の維持、強化を

図る。併せて、第２システムセンター運用の一層の効率化にも努める。 

③ ＦＭ多重放送の安定したサービスを維持するため、各放送設備の保守・管

理に万全を期し、併せて緊急時対策として可搬型ＦＭ放送用機材の活用に備

える。 

④ ＦＭ多重放送所への伝送用ＩＰ網の信頼性の向上を図るため、対策を継続

して実施し、併せて次期衛星バックアップ回線の利用に向けた検討を行う。

また、NHK が進める各放送設備のデジタル化に伴うＶＩＣＳ側設備の対応を

行う。 

⑤ ＶＩＣＳ-ＦＭ東京局の東京スカイツリーへの移転に向けて、東京スカイツ

リーへの放送設備の構築を実施する。 

⑥ また、昨年度に策定した危機管理計画に基づく災害本部の業務の具体案の

策定と訓練を実施する。 

 

（２） 提供情報の内容充実と精度向上 

① ＶＩＣＳの提供情報を情報源の全国の交通管理者及び道路管理者と連携し

て定期的に分析・検討し、現状の課題を共有するとともに、品質の改善方策 

について検討を進め向上を図る。 

② 前年度に実施したＦＭ多重放送の放送方式（新旧の渋滞符号方式）の一本

化に関する検討結果を踏まえ、関係機関・団体とも連携しつつ実現に向けた

具体的な活動を展開する。 

③ 新年度のＶＩＣＳリンク・データベースの更新を計画的に実施するため、

情報源側で円滑な年次更新作業が実施されるよう協力し、センター設備の年

次更新の完遂に努める。  

④ 気象業務支援センターから提供される気象情報のＸＭＬ化への移行に伴い、

ＶＩＣＳ側設備の対応と提供サービスの向上を図る。 



⑤ 各ＦＭ多重放送局における情報の提供状況、提供品質の分析を行い、情報 

提供改善に向けたセンター内のシステム設定、番組設定の見直しを実施する。 

⑥ 駐車場情報の収集提供の維持・拡大に向けた仕組みを関係省庁、関係機関

と連携して検討する。 

 

 

２ 普及促進事業 

 

（１） ＶＩＣＳ対応車載機の普及促進 

① ＩＴＳスポットの全国整備及びＤＳＳＳのサービス開始に合わせて、対応

車載機を中心に普及促進キャンペーンを実施し、高度化されたＶＩＣＳ３メ

ディアの普及を図る。またお客様対応窓口の確立に努める。 

② 前年度に実施した商用車のＶＩＣＳ対応車載機実証実験で得られた成果の

周知を図るとともに、商用車へのＶＩＣＳ対応車載機搭載を促進する。 

 

（２） 周知広報活動 

① 年間の広報計画の策定を行い、ＶＩＣＳの一層の認知向上を図るとともに、

ＩＴＳスポット、ＤＳＳＳなどの新しいサービスの認知向上と普及促進のた

め、効率的かつ効果的な広報活動を実施する。 

② ホームページについては、ユーザーの視点に立ち、より深い理解が得られ

るよう、引き続き積極的な施策を展開する。 
  ③ 国内外の関係機関・関係団体からの訪問者に対するプレゼンテーションの 

内容を一層充実させるとともに、広く一般ユーザーのＶＩＣＳサービスに対

する理解を得るため、一般者による見学を促進するなどの積極的な広報活動

を推進する。 

  ④ ＶＩＣＳによる環境改善、安全・安心社会の実現などの社会への貢献を、

地域のイベント、関連イベントなどを通じ継続して訴求するとともに、国内

モーターショー及びＩＴＳ世界会議に出展し広く国内外にＶＩＣＳ機能を

訴求する。 

⑤ 周知広報活動で使用しているＶＩＣＳシミュレーターについて、使いやす

さ、運び易さなどの運用面を改善した次期シミュレーターの開発検討を実施

する。 

 

 

３ 調査、研究及び開発事業 

 

（１） 次世代ＶＩＣＳについての調査及び研究 

① 次世代ＶＩＣＳの検討の推進 

前年度に引き続き、高度化研究委員会を開催し、次世代ＶＩＣＳのサービ

ス、具備すべき機能・要件、スケジュールを具体的に検討するとともに、Ｖ

ＩＣＳセンターの役割等を明確にしていく。 



② プローブ情報活用に関する調査・研究 

ⅰ）民間が収集したプローブ情報を活用した道路交通情報の生成方法につい

て、リンク体系を含めた実証実験の準備を進める。 

ⅱ）また、交通管理者及び道路管理者と連携して民間プローブ情報の活用化

研究を継続して実施する。 
③ マルチメディア放送についての調査・研究 

ⅰ）ＶＬ-Ｐ（マルチメディア放送推進協議会）の活動を通じてマルチメデ

ィア放送に対する運用規程を策定し、ＡＲＩＢ（電波産業会）での放送規

格の策定に参画する。規格案、運用規定案について、マルチメディア放送

実証実験用受信機等の開発を行い、フィールドでの動作確認を行う。また、

そのためにマルチメディア放送による道路交通情報提供のためのパイロ

ットシステムの試作を行う。 

ⅱ）併せて、マルチメディア放送の制度化の動向等の把握に努め、スケジュ

ールの確認、事業性の評価など参入に向けた準備を行う。 

④ 車載機設計メーカーに対するＶＩＣＳとしての車載機要求仕様の策定及

び車載機機能仕様検討書(ガイドライン)の詳細仕様を作成する。 

  ⑤ 気象情報、充電設備情報、地域イベント情報の収集提供に向けた具体的な 

検討を推進する 

   

（２） ＩＴＳに関連する技術、制度に関する調査 

① ＶＩＣＳ及びＩＴＳに関連した海外の技術、制度等の現状及び動向を把握

し、分析を行う。 

② 車載機に纏わる将来メディアやＩＴ関連技術の動向の調査、それらに適合

した車載機プラットホームの調査・研究を実施する。 
 

（３） 国際標準化に関する活動の推進 

① ＩＳＯ/ＴＣ２０４ ＩＴＳ標準化委員会・技術委員会へ引き続き参加し、

ＶＩＣＳを国際標準化へ反映させる活動に努める。 
 

（４） 市場動向に関する調査 
① ＶＩＣＳ対応車載機の残存数の推定を行うとともに、ＰＮＤ・スマートフォ

ン等の新しい端末機の市場の動向を定期的に把握する。 
② 定期的にユーザーのＶＩＣＳ認知度・理解度、ＶＩＣＳ対応車載機の購入意

向、ＶＩＣＳサービスの満足度などを観測し、毎年度の事業策定に資する。 
４ 知的財産権等の維持・管理 

 

① 次世代ＶＩＣＳ関連の実施に必要不可欠な知的財産の適切な確保を行う。 

② 財団内に設置した「知的財産管理委員会」を定期的に開催し、保有特許の 
適切な管理を実施する。 
 
 



５ 国内外関係機関・団体との交流及び標準化の推進 

 

① 米国で本年１０月に開催されるＩＴＳ世界会議に出席し、海外のＩＴＳ関係

者との交流、動向の把握等に努める。 
② 関係団体・関連委員会等へ参画するとともにＩＴＳに関わる動向の把握に努

める。 
   

   

６ 業務管理その他目的達成のための事業 

（１） 財団の運営基盤強化に向けた見直し 

① 公益法人制度改革に基づき、移行方針の策定及び定款、事務局規程の整備を

行い、移行方針に則した申請の準備を行う。    
② 次世代ＶＩＣＳプロジェクトなどのプロジェクトチームに必要な人材を適宜

確保するとともに、人材の早期戦力化に向けた研修の継続的実施と内容の充実

を図る。   
③ 昨今の多様化した車載機に的確に対応すべく技術開示料体系の見直しを 
行う。 

④ 次世代ＶＩＣＳの事業化等を睨み、中長期的な観点からの財務基盤強化策の

検討を開始する。 
 

（２） ＶＩＣＳ情報の第三者情報提供事業に係る受託業務の検討 

① 第三者情報提供事業における安定したサービスを維持するため、システム 
の更新を行う。 

 
（３） その他 

① ＯＡシステムと連携した情報管理、文書管理体制の整備を行う。 

② 個人情報保護の観点から、プライバシーポリシーの策定、ＩＳＯの取得 

導入等の検討を行う。 

 

以上 

 


